
 

 

林野庁「木材利用ポイント事業」 

地域材利用に関する広報事業「パブリシティ促進型等広報事業」 

募集について 

平成26年１月14日 

木材利用ポイント事業基金設置法人 

公益社団法人国土緑化推進機構 

 

当機構では、媒体社やイベント主催者或いは業界団体等が主体となって実施する、木材利用ポイント事業（以

下、「本事業」という。）やポイント付与対象となる工事、木材製品、ペレットストーブ・薪ストーブ（以下、

「対象工事・製品等」という。）の需要拡大に寄与する広報事業計画について、地域材利用に関する広報事業

「パブリシティ促進型等広報事業」として支援することとしています。 

また、この度、消費税率引上げに伴う住宅や木材製品等の需要の反動減を回避するために、引き続き「木材

利用ポイント事業」を継続することとなっていますが、中小企業である「木材利用ポイント事業」登録事業者

等が消費税増税等の社会情勢の変化に合わせて、効果的かつ訴求力がある広報活動を展開していけるように、

説明会・セミナー等の開催や登録事業者の新たに販路拡大に寄与するモデル的な広報活動を実施する取組を「パ

ブリシティ促進型等広報事業」の一環として支援します。 

なお、それぞれの広報事業計画が、時期を逸することなく、円滑かつ機動的かつ効率的に実施できるように、

下記の通り、適宜案件を募集しますので、ご案内申し上げます。 

 

記 

【募集概要】 

１．実施区分 ： パブリシティ促進型等広報事業のうち、社会情勢の変化に合わせた取組促進として、新た

に追加する以下の２つのタイプに関する広報事業計画を募集します。 

（社会的情勢の変化に合わせた取組促進タイプ） 

① 工務店等向け説明会実

施・広報資材作成型 

「木材利用ポイント事業」登録事業者である中小企業の工務店等を対象に、消

費税増税等の社会情勢の変化を踏まえて、「木材利用ポイント事業」を活用し

て効果的に需要拡大に向けた取組を実施していけるような説明会等を実施す

るとともに、複数の工務店等と連携して施主向けの説明会・セミナー等を実施

したり、共用の広報資材の作成を行う広報事業計画 

② 需要層向けモデル的広

報実施型 

住宅・家具等の購入やリフォームを検討している者に、複数の工務店等の「木

材利用ポイント事業」登録事業者の住宅や家具等を効果的に訴求できるような

モデル的な広報を行う広報事業計画 

（複数の工務店等と連携した地域での折込チラシ、商業施設等における複数

の木材製品等の展示など） 

２．募集対象 ： 「木材利用ポイント事業」都道府県協議会・関係団体等、工務店等が所属する業界団体等 

３．募集期間 ： 第１期分：平成 26年１月 31日 

第２期分：平成 26年 2月 28日 

４．採択件数 ： 第１期・2期分合わせて、概ね 50件程度（１都道府県 1～2件程度） 

５．対象経費 ： 広報事業計画の実施に必要となる経費のうち、実費及び事務管理費 

（全体の１割程度以内） 

６．採 択 額 ： 支援対象となった広報事業計画については、50万円以下の範囲で支援します。 

なお、複数タイプを一体的に実施する場合は、重点的な支援（100万円以下）を行います。 



 

 

７．留 意 点 ： 提案される広報事業計画は、概ね 30 社程度以上の複数の工務店等と連携した取組として

下さい。 

以上 

お問い合わせ先 

公益社団法人国土緑化推進機構 政策企画部（担当：大島・木俣・佐古田） 

〒102－0093 東京都千代田区平河町 2-7-4 砂防会館別館 5階 

TEL：03-3262-8437  FAX：03-3264-3974  E-mail：entry@green.or.jp 
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